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宮城県へき地医療拠点病院運営費補助金交付要綱 

 

 

 （目的） 

第１ 県は，へき地における住民の医療を確保するため，平成１３年５月１６日付

 け医政発第５２９号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医療対策事業につい 

 て」（以下「へき地保健医療対策実施要綱」という。）に基づき，県が，へき地

 医療拠点病院として指定した病院（以下「へき地医療拠点病院」という。）の開

 設者が行うへき地医療拠点病院の運営に要する経費について，予算の範囲内にお

 いて，当該へき地医療拠点病院の開設者に対し宮城県へき地医療拠点病院運営費

 補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，その交付等に関しては，

 補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）に

 定めるもののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

 （交付額の算定方法） 

第２ 補助金の交付額は，次により算出された額とする。 

 （１）別表の第１欄に定める区分ごとに，第２欄に定める基準額と第３欄に定め

   る対象経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額を選定する。 

 （２）前項により区分ごとに選定された額の合計額から診療収入を控除した額と，

   総事業費から診療収入その他の収入額を控除した額とを比較していずれか少

   ない方の額を交付額とする。ただし，算出された額に千円未満の端数が生じ

   た場合は，これを切り捨てた額とする。 

 

 （交付の申請） 

第３ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は，別記様式第１号

 によるものとし，その提出期限は知事が別に定める日とする。 

 

 （交付申請に係る添付書類） 

第４ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない

 書類は，次のとおりとする。 

 （１）へき地医療拠点病院運営費補助金所要額調書      様式第１号の１ 

 （２）へき地医療拠点病院運営事業計画書             様式第１号の２ 

 （３）へき地医療拠点病院運営費所要額明細書       様式第１号の３ 

 （４）へき地医療拠点病院運営費基準額算出調書      様式第１号の４ 

 （５）歳入歳出予算（見込）書の抄本 

 

 （変更申請書） 

第５ 補助金の交付決定後において，その後の事情の変更により内容を変更して補
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 助金の変更申請を行う場合には，変更の交付申請を行うものとする。この場合，

 変更の交付申請の様式は，別記様式第１号に準じて行うものとし，その提出期限

 は知事が別に定める日とする。 

 

 （変更申請に係る添付書類） 

第６ 前項の補助金の変更交付申請書に添付しなければならない書類は，第５の各

 号に掲げる書類を準用するものとする。 

 

 （交付の条件） 

第７ 規則第５条の規定により付する条件は，次のとおりとする。 

 （１）補助事業に要する経費の配分の変更及び補助事業の内容を変更する場合に

   おいては，知事と協議するものとし，その結果，当該変更を重要な変更と知

   事が認める場合においては，当該変更に係る知事の承認を受けること。 

 （２）補助事業を中止し，又は廃止する場合においては，知事の承認を受けるこ

   と。 

 （３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は遂行が困難となった場合に

   おいては，速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

 （４）交付された補助金は，損益計算書上の給与費，材料費，旅費，備品購入費

   及び研究研修費に充当すること。 

 （５）補助事業により取得し，又は効用の増加した財産の機械及び器具について

   は，知事の承認を受けないでこの補助金交付の目的に反して使用し，譲渡し，

   交換し，貸付，又は担保に供してはならない。 

 （６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には，そ

   の収入の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 （７）補助事業により取得し，又は効用の増加した財産については，事業完了後

   においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効率的な運

   営を図ること。 

 （８）補助金と事業に係る証拠書類等の管理については，補助金と事業に係る予

   算及び決算との関係を明らかにした別記様式第２号による調書を作成し，こ

   れを事業完了後５年間保管しなければならない。 

 （９）補助事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費

   税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合には，別記様式第３号

   により速やかに知事に報告しなければならない。この場合，当該仕入控除税

   額の全部又は一部を県に納付させることがある。 

 

 （実績報告） 

第８ 規則第１２条第１項による補助事業実績報告書の様式は，別記様式第４号に

 よるものとし，その提出期限は，事業完了後１か月以内又は知事が別に定める日

 とする。 
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 （実績報告書に係る添付書類） 

第９ 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければなら

 ない書類は，次のとおりとする。 

 （１）へき地医療拠点病院運営費等補助金精算額調書   様式第４号の１ 

 （２）へき地医療拠点病院運営事業実績報告書      様式第４号の２ 

 （３）へき地医療拠点病院運営費実績額明細書      様式第４号の３ 

 （４）へき地医療拠点病院運営費基準額算出調書     様式第４号の４ 

 （５）歳入歳出決算（見込）書の抄本 

 

 （補助金の交付方法） 

第 10 補助金は，規則第１３条に規定する補助金の額の確定後に交付するものと

する。ただし，知事が必要と認めるときは，規則第１５条ただし書の規定によ

り概 算払の方法により交付することができるものとし，その様式は別記様式

第５号によるものとする。 

 

 （書類の提出部数） 

第 11 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は，次のとおりとする。 

  （１）交付申請書                   ２部 

  （２）変更交付申請書                 ２部 

  （３）実績報告書                   ２部 

 （４）消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書  ２部 

 

   附 則 

１ この要綱は，平成１８年１２月８日から施行し，平成１８年度予算に係る補助

 金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した

 場合に，当該補助金にも適用する。 

 

   附 則 

１ この要綱は，平成２６年１月８日から施行し，平成２５年度予算に係る補助金

 に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した

 場合に，当該補助金にも適用する。 

 

附 則 

１ この要綱は，平成３０年８月３１日から施行し，平成３０年度予算に係る補助

金に適用する。 

２ この要綱は，次年度以降の各年度において，当該補助金に係る予算が成立した

 場合に，当該補助金にも適用する。 


